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実施時期 ：令和７年度 （予定）～

・学校給食の実施は学校設置者の努力義務で、学校給食費は原則、 保護者負担となっ ている（学校給食法）。
・沖縄県は、 合計特殊出生率が全国１位であるが、出生数は減少しており少子化は進行している。
・沖縄県は、 こどもの貧困率が全国の約２倍となっており、昨今の物価高騰の影響も相まって、子育て環境がますます厳しい
状況にある。

・中学生がいる家庭については、進学や部活動などで教育費の負担が大きい。

・学校給食費の無償化に向けた取組は、 こどもの健やかな育ちを支え、 子育て世帯の経済的負担を軽減する 「未来への投資」で
あり 、社会全体で取り組む必要がある。

教育費の負担が大きい中学生のいる世帯に対して、給

食費を支援するこ とにより、子育て世帯の経済的負担を

軽減 し、 沖縄の未来を担う こどもたちの健やかな育ちを

支え る。

県は市町村に対し て、 中学生の給食費の １／ ２相当を

補助する。

（就学援助対象者は除＜）

補助

（給食費の１ ／２相当）
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給食の提供

給食費の徴収なし　囗　囗　 ．心４Ｚ滯１、∇とＥ辷①戛ノ　 給食費の一部を徴収　 ブ氛
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｙ－－、”鬯．？ ！１り｀１・！－ ．．‘

………－ －－－－－－－－ －－－－ －－ －－………－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●一一－－－－ －－一一 一－一一 一一……－……一一＼Ｘ　＼　　　＝｀１……ｌ……………： ……………：：……汗ｊ１ ；ｊ：１ ｊ……５ １‘ ；’ ‘；２； フミこし臠ｌ ｉ・　　　　 ＼　 中学生
＿，　　　　　　　　 Ｉ　 Ｌ霈△貫入　 ∩保護者）
戛・ ｓＷ　㎜　 ‾”－・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匚－　二ご二惣こ二言プ し＿－・三匹⊇邑
１　　　　　　｀　　 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾冂
；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜　　　　　　　　　　　 一………－一一……－’－－一一一－”’一一一●’－……………－－－●一一－－………－－－ －‘ －一一－●

約ｌ ｏ億円（県内公立中学生の給食費総額の １／ ２相当） ｜　臨ｌ昌ＩＺ圜 沖縄県教育庁保健体育課
ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ　 ‘Ｉ　　　　　　　　　　　 －　　　　　　　　 －一一一一・．Ｊ

沖縄県

●祕１

匸
ｓ・



｜匹 ２＼
沖縄県学校給食費無償化支援事業（仮称）Ｑ ＆Ａ　忿Ｅ未定稿

令和 ６年６月 １ワ 日現在

本事業に おけ る補助対象経費は、中 学生 （就学援助対象者除く ）の 学校給食費を さし

ます。学校給食費 は、 生徒分の食村費に相当 する金額 とし てい ます。食村費の範囲に

ついては、今後実態を把握 し、 検討していき ます。

Ｑ２　 学校給食費の算定はどのよ うにすればよ いですか。

各市町村の算定方法を踏ま え、 今後検討していき ます。

Ｑ３ 中学校の学校給食費の １／ ２を市町村が負担しな くて も、 県の補助は受ける ことが
でき ますか。

市町村の補助にかかわ らず県の補助 を受ける こと ができま す。

Ｑ４　独白 のスキー ムで助成 して いる場合、県の補助を受け られますか。

市町村で行っ てい る助成内容にかかわら ず県の示す範囲内で補助し ます。

学校給食費は市町村によっ て異なっ てい る状況です。 補助の上限額の設定について

は、 物価高騰を考慮しつつ検討が必要と考えています。

Ｑ６　市町村が助成又は補填 して いる分を学校給食黄に含めてよ いですか。

市町村において助成し た費用が生徒分の食村費であれば、 学校給食費に含ま れま す。

現時点で終期は設定してお りま せん。

Ｑ７　終期設定はあ りま すか。

Ｑ５　補助の上限額の設定はあり ますか。

ＱＩ　 「学校給食黄」と は何をさ しま すか。



学校給食費無償化に向けた第一歩と して、中学生への補助から スタ ート し、 効果検

証やその時の財政状況、国の動向を踏ま え、 今後検討していき ます。

Ｑ９　 就学援助対象者を 除く のはなぜです か。

学校教育法第 １９ 条に おい て、 「経済的理由 によ って、就学困難と認め られる学齢児

童又は学齢生徒の保護者に対し ては、市町村は、 必要な援助を 与えなければなら ない」

とさ れて おり ます。ま た、 準要保護者に係る就学援助費は、所要の事業費が市町村の

地方交付税を 算定する際の基準財政需要額に算入されてい るこ とも踏ま え、 就学援助

対象者を本事業の対象外と していま す。
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Ｑ囗　 転入生が出る など して 交付決定額を 上回 る場合、 変更申請は必要で しょ うか。

転入生や追加申請等に より 当初交付決定額を上回 る場合、 変更申請が必要です。

なお、当初交付決定額を下回る場合は実績を報告 して いた だき補助額を確定 しま す。

今回の説明会で得 られた意見や課題等を整理 し、 その対応方針を８ 月下旬の市町村

説明会で示す予定です。８ 月末 を目 途に、各市町村の予算規模や給食費への支援に係る

検討状況等について調査を行い、来年｜ 月末までに策定予定の交付要綱に反映させて

いき ます。

２

ＱＩ ２　 今後のスケジュールは。

ＱＩ Ｏ　 県か らの支払いはいつにな りま すか。

Ｑ８　小学生への補助の拡充は検討していますか。


